
〈概要書〉 
白浜都市計画娯楽レクリエーション地区の変更  

 変更の理由 
新型ウイルス感染症による新たな生活様式の確立、幹線道路である近畿自動車道紀勢線南紀白浜イン

ターチェンジや白浜空港フラワーライン線の開通、多様化する住民ニーズなど、本町を取り巻く社会情

勢が大きく変容していることから、居住環境を保護しつつ、宿泊施設や企業誘致に資する整備により、

新たな働く場所の確保のため、当該箇所の娯楽レクリエーション地区を指定する。 

 変更の内容 

   （前）未指定→（後）第一種娯楽レクリエーション地区 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

娯楽レクリエーション地区 変更前 変更後 増減 

第一種娯楽レクリエーション地区 約2.0ha 約17.2ha 約15.2ha増 

変更箇所図 

位置図 
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 変更の理由 
新型ウイルス感染症による新たな生活様式の確立、幹線道路である近畿自動車道紀勢線南紀白浜イン

ターチェンジや白浜空港フラワーライン線の開通、多様化する住民ニーズなど、本町を取り巻く社会情

勢が大きく変容していることから、居住環境を保護しつつ、宿泊施設や企業誘致に資する整備により、

新たな働く場所の確保のため、当該箇所の娯楽レクリエーション地区を指定する。 

 変更の内容 

   （前）未指定→（後）第一種娯楽レクリエーション地区 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

娯楽レクリエーション地区 変更前 変更後 増減 

第一種娯楽レクリエーション地区 約2.0ha 約17.5ha 約15.5ha増 

変更箇所図 

位置図 



〈概要書〉 
白浜都市計画娯楽レクリエーション地区の変更  

 変更の理由 
新型ウイルス感染症による新たな生活様式の確立、幹線道路である近畿自動車道紀勢線南紀白浜イン

ターチェンジや白浜空港フラワーライン線の開通、多様化する住民ニーズなど、本町を取り巻く社会情

勢が大きく変容していることから、居住環境を保護しつつ、宿泊施設や企業誘致に資する整備により、

新たな働く場所の確保のため、当該箇所の娯楽レクリエーション地区を指定する。 

 変更の内容 

   （前）未指定→（後）第一種娯楽レクリエーション地区 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

娯楽レクリエーション地区 変更前 変更後 増減 

第一種娯楽レクリエーション地区 約2.0ha 約15.8ha 約13.8ha増 

変更箇所図 

位置図 



〈概要書〉 
白浜都市計画娯楽レクリエーション地区の変更  

 変更の理由 
新型ウイルス感染症による新たな生活様式の確立、幹線道路である近畿自動車道紀勢線南紀白浜イン

ターチェンジや白浜空港フラワーライン線の開通、多様化する住民ニーズなど、本町を取り巻く社会情

勢が大きく変容していることから、居住環境を保護しつつ、宿泊施設や企業誘致に資する整備により、

新たな働く場所の確保のため、当該箇所の娯楽レクリエーション地区を指定する。 

 変更の内容 

   （前）未指定→（後）第一種娯楽レクリエーション地区 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

娯楽レクリエーション地区 変更前 変更後 増減 

第一種娯楽レクリエーション地区 約2.0ha 約7.6ha 約5.6ha増 

変更箇所図 

位置図 



〈概要書〉 
白浜都市計画娯楽レクリエーション地区の変更  

 変更の理由 
新型ウイルス感染症による新たな生活様式の確立、幹線道路である近畿自動車道紀勢線南紀白浜イン

ターチェンジや白浜空港フラワーライン線の開通、多様化する住民ニーズなど、本町を取り巻く社会情

勢が大きく変容していることから、居住環境を保護しつつ、宿泊施設や企業誘致に資する整備により、

新たな働く場所の確保のため、当該箇所の娯楽レクリエーション地区を指定する。 

 変更の内容 

   （前）未指定→（後）第一種娯楽レクリエーション地区 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

娯楽レクリエーション地区 変更前 変更後 増減 

第一種娯楽レクリエーション地区 約2.0ha 約7.9ha 約5.9ha増 

変更箇所図 

位置図 



〈概要書〉 
白浜都市計画娯楽レクリエーション地区の変更  

 変更の理由 
新型ウイルス感染症による新たな生活様式の確立、幹線道路である近畿自動車道紀勢線南紀白浜イン

ターチェンジや白浜空港フラワーライン線の開通、多様化する住民ニーズなど、本町を取り巻く社会情

勢が大きく変容していることから、居住環境を保護しつつ、宿泊施設や企業誘致に資する整備により、

新たな働く場所の確保のため、当該箇所の娯楽レクリエーション地区を指定する。 

 変更の内容 

   （前）未指定→（後）第一種娯楽レクリエーション地区 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

娯楽レクリエーション地区 変更前 変更後 増減 

第一種娯楽レクリエーション地区 約2.0ha 約24.8ha 約22.8ha増 

変更箇所図 

位置図 


